
子育てをしているお母さんお父さん！いつもお孫さんを見ているおばあさんおじい

さん！急にこどもを預かってほしい時、ちょっと息抜きしたい時、地域のサポート

会員がお子さんのお世話やお預かり等、育児をお手伝いします。

子育てのお手伝いをして欲しい方（利用会員）とお手伝いしたい方(サポート会員）

が会員となり、センターの仲介を通して、会員同士が支え合う活動です。

連絡先：緊急サポートセンター埼玉

℡０４８－２９７－２９０３

（7：00～20：00　土日可）

※美里町から委託を受け、運営をしています。

利用会員 サポート会員

①研修後
会員登録

⑤利用料金、交通費等実費精算
※町からの助成金が出ます。

④援助活動

（利用会員宅、又はサポート会員宅での援助）

②電話でサポート
の申し込み

①ネットで

会員登録
③依頼の連絡・　

援助中のフォロー

※子育て経験があり、

センターの24時間の

講習を受けたこどもが

大好きなボランティア

の方々です。

●預かり場所：サポート会員宅、利用者宅、その他　　●預かり対象年齢：原則0歳～小学校6年生まで

●預かり人数：複数可。サポート会員と相談の上決定します。※病児の預かりは1対１の援助のみとなります。

●保険：ＮＰＯ保険加入（賠償責任・傷害保険）

★依頼の内容によってファミリーサポート事業、緊急サポート事業を使い分けます

急を要する時、病気のお子さんの預かりは

緊急サポート事業
※当日や前日、事前打ち合わせを行わずに援助に

   入ります。
 

・病児、病後児の預かり

・保育所や幼稚園、小学校及び学童

　保育所からの発熱などによる急な呼び出し時の

　お迎え、預かり

・お母さんが体調不良で保育が困難な時の預かり

・そのほか急を要する子育てに関する困った時など
 

予定が決まっている、元気なお子さんの預かりは

ファミリーサポート事業
※利用者さんと事前に顔合わせを行い、依頼内容

   を決めて援助をします。
 

・保育所や幼稚園、小学校及び学童保育所への

    送迎やその前や後の預かり

・保育所、学校等の休みの時の預かり

・習い事等の送迎

・保護者の求職活動中のお預かり

・保護者の通院やリフレッシュ等での預かり

・その他事前打ち合わせで決めた事

ファミリーサポート 緊急サポート



　★ファミリーサポート ★緊急サポート

利用料金
美里町　　
補助金

実負担額 利用料金
美里町　　
補助金

実負担額

5時～7時 1,300 700 600 5時～7時 1,500 700 800

7時～19時 1,200 700 500 7時～19時 1,400 700 700

19時～22時 1,300 700 600 19時～22時 1,500 700 800

※利用料金は、援助活動終了後に直接利用 ★緊急サポート
　会員からサポート会員に渡していただ

　きます。

　

7時～19時 1,500 800 700

19時～22時 1,600 800 800

  ファミリーサポートセンター・緊急サポートセンターの利用まで

・病児・病後児以
外

　　・病児・病後児 利用料金
美里町　　
補助金

実負担額

5時～7時 1,600 800 800

●登録する
①「緊急サポートセンター埼玉」で検索。ホームページ：http://byoujihoiku.blog.shinobi.jp/
②美里町をクリック。会則、サポート内容（利用の手引き）をお読みの上、入会申し込みフォームを送る。
③登録完了！
※インターネットを使わない方は郵送、FAXで必要書類をお送りしますのでご連絡ください。
 美里町役場こども未来課　こども福祉係（TEL.0495-76-2277）にも入会申込書があります。

●依頼する
利用希望日時が決まったら緊急サポートセンター埼玉へ電話で連絡
℡０４８－２９７－２９０３（受付時間：7：00～20：00土日可　年末年始12/29～１/３休み）

サポート会員をお探しします。

 
[利用までの流れ]
１、お預かりをするサポート会員と事前打ち合わせ（顔
　　合わせ）をします。利用希望日時のほかに事前打ち
　　合わせをする候補日を数日決めてセンターへお電話
　　ください。サポート会員をお探しいたします。

２、ホームページから利用フォーム1～３をセンターへ

　　送ってください。

３、事務局職員立ち会いのもと、サポート会員と事前の

　　顔合わせ（事前打ち合わせ）を行います。

４、利用

５、その後は事前打ち合わせをしたサポート会員が援助

　　していきます。

※利用希望日時とサポート会員の都合が合わない時は、
　他の方を緊急サポートで紹介します。

 

※登録前でも利用できます。
[利用までの流れ]

１、依頼の電話をセンターへしてください。サポート会員を
　　お探しいたします。
※病児の預かりの場合は基本的に受診後にご連絡ください。
２、ホームページから病児以外の預かりの場合は利用フォー

　　ム１～３、病児の預かりの場合は利用フォーム１～４を

　　センターへ送る。

３、利用前日又は当日、サポート会員にご挨拶も兼ねて直接

　　お電話を入れていただき打ち合わせをお願いします。

４、利用

・基本的にサポート会員との事前の顔合わせは行いません。

　ご希望の日時に対応できるサポート会員が援助します。

・慢性疾患、障がいのあるお子さん、事務局が必要と判断し

　た場合は事前打ち合わせが必要となりますのでご相談下さ

　い。

・病児のお預かりには事前の受診が必要です。

 

●利用までに時間がある時、定期的な依頼は

ファミリーサポート事業

●すぐに利用したい、病児の依頼、緊急の依頼は

緊急サポート事業

緊急サポートセンター 埼玉（電話受付時間　７時～２０時　年末年始休）
運営団体　特定非営利活動法人  病児保育を作る会

℡： ０４８－２９７－２９０３　　FAX :　０５０－３４８８－0147

Mail： ｂｙｏｕｊｉｈｏｉｋｕ＠ｏｂｏｅ．ｏｃｎ．nｅ．jｐ

[ご登録、利用についてのお問い合わせ


